
宇宙戦略基金の創設
『宇宙基本計画』（令和５年６月13日閣議決定）
（５）宇宙開発の中核機関たるJAXA の役割・機能の強化
宇宙技術戦略に従って、世界に遅滞することなく開発を着実に実施していくため、我が国の中核宇宙開発機関であるJAXAの先端・基盤技術開発能力を
拡充・強化するとともに、プロジェクトリスク軽減のため、プロジェクトに着手する前に技術成熟度を引き上げる技術開発（フロントローディング）も強化する。
（中略）さらに、欧米の宇宙開発機関が、シーズ研究を担う大学や民間事業者、また、商業化を図る民間事業者の技術開発に向けて、資金供給機能
を有していることを踏まえ、JAXAの戦略的かつ弾力的な資金供給機能を強化する。これにより、JAXAを、産学官・国内外における技術開発・実証、人材、
技術情報等における結節点として活用し、産学官の日本の総力を結集することで、宇宙技術戦略に従って、商業化支援、フロンティア開拓、先端・基盤
技術開発などの強化に取り組む。
『デフレ完全脱却のための総合経済対策』（令和５年11月2日閣議決定）
宇宙や海洋は、フロンティアとして市場の拡大が期待されるとともに、安全保障上も重要な領域である。「宇宙基本計画」に基づき新たに宇宙技術戦略を
策定するなど、宇宙政策を戦略的に強化するとともに、「海洋基本計画」に基づき新たに海洋開発重点戦略を策定し、取組を進める。
宇宙については、民間企業・大学等による複数年度にわたる宇宙分野の先端技術開発や技術実証、商業化を支援するため、宇宙航空研究開発機構
（JAXA）に10年間の「宇宙戦略基金」を設置し、そのために必要な関連法案を早期に国会に提出する。本基金について、まずは当面の事業開始に
必要な経費を措置しつつ、速やかに、総額１兆円規模の支援を行うことを目指す。その際、防衛省等の宇宙分野における取組と連携し、政府全体として
適切な支援とする。

【背景】
人類の活動領域の拡大や宇宙空間からの地球の諸課題の解決が本格
的に進展し、経済・社会の変革（スペース・トランスフォーメーション）
がもたらされつつある。
多くの国が宇宙開発を強力に推進するなど、国際的な宇宙開発競争が
激化する中、革新的な変化をもたらす技術進歩が急速に進展しており、
我が国の技術力の革新と底上げが急務となっている。
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【目的・概要】
我が国の中核的宇宙開発機関であるJAXAの役割・機能を強化し、ス
ペース・トランスフォーメーションの加速を実現する。
このため、民間企業・大学等が複数年度にわたる予見可能性を持って
研究開発に取り組めるよう、新たな基金を創設し、産学官の結節点と
してのJAXAの戦略的かつ弾力的な資金供給機能を強化する。

令和５年度補正予算： 3,000億円
（総務省 240億円、文部科学省 1,500億円、経済産業省 1,260億円）
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 既存の取組に加えて、我が国として民間企業・大学等が複数年度にわたって大胆に研究開発に取り組めるよう、
新たな基金を創設し、民間企業・大学等による先端技術開発、技術実証、商業化を強力に支援。

目標・概要（3 Goals）

① 宇宙関連市場の拡大
(2030年代早期に
4兆円⇒8兆円 等)

② 宇宙を利用した
地球規模・社会課題解決

への貢献

③ 宇宙における知の探究
活動の深化・基盤技術

力の強化

内閣府

総務省文部科学省

経済産業省 宇宙航空研究開発機構
民間企業、スタートアップ、

大学・国研等

【技術開発支援の方向性】
○ 商業化支援

宇宙関連市場の開拓や市場での競争力強化を目指した技術開発を支援
○ 社会課題解決

社会的利益の創出等を目指した技術開発を支援
○ フロンティア支援

革新的な将来技術の創出等に繋がる研究開発を支援

本制度のスキーム

輸送

衛星等 探査等

支援分野
(3 Areas)

基金造成 委託・
補助金交付

宇宙戦略基金の概要
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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律（令和５年11月29日成立）の概要
趣旨

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下「機構」という。）の業務として、宇宙科学技術に関する先端的な研究開発
の成果を活用し宇宙空間を利用した事業を行おうとする民間事業者等が行う先端的な研究開発に対して必要な資金を充てる
ための助成金の交付に関する業務を追加するとともに、基金を設ける。

概要

民間企業・大学等

内閣府・総務省・文科省・経産省

（国研）宇宙航空研究開発機構

委託・助成金交付

基金造成

１．機構の目的及び業務の追加
機構の目的に「宇宙空間を利用した事業の実施を目的として民間事業者等が行う先端的な研究開発に対する助成

を行うこと」を加えるとともに、機構の業務に「宇宙科学技術に関する先端的な研究開発を行う民間事業者であっ
てその成果を活用して宇宙空間を利用した事業を行おうとするもの又は当該民間事業者と共同して当該研究開発を
行う大学その他の研究機関のうち公募により選定した者に対し、当該研究開発に必要な資金に充てるための助成金
を交付すること」を位置づける。

２．基金の創設
以下の業務に要する費用に充てるため、機構に基金を設ける。

（１）基礎研究及び基盤的研究開発のうち、宇宙空間を利用した
民間の事業にもその成果の活用が見込まれるものを公募により
選定した者に委託して行うための業務

（２）宇宙科学技術に関する先端的な研究開発を行う民間事業者等
のうち公募により選定した者に対し、当該研究開発に必要な
資金に充てるための助成金を交付する業務

施行期日
公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日 3
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